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韓 国 住 宅 管 理 学 会 に 参 加 し て

目本マンション学会副会長 折 田 泰 宏

嵐の中で開催された学会

１２月３目から５日までの間に開催された韓国住宅

管理学会に参加 してきました竈 この学会と当学会と

の間には学術交流協定があります。
今回は、 開催目と場所カ撮 後ま ではっきり してい

な かった こと も あっ て、 参加 者 は私 一人 で した。
筆催された場所は韓国の新婚旅行のメ ッカと言わ

た ろ 済州 島で、 以前 か ら行 き た いと 恩っ て い たと こ

ろ で 楽し み１二してい ま したが、４目 の朝 成 田を 発っ て、
活・・星７｛ 慈１二着く と 激 しい 雨と 風 の 天侯 に 迎え ら

れ ま 二 た二

済州 島 は風 と 石と 女の 多 い 島で あ る と のこ と で
、

風 と石 は理 解 でき る と しても
、
女が 多い とい うの

は 鯉せ ㍗ いで いま Ｌ たが
、 翌日

最初に 唯 宅法による共同体活動の発展方向に関す

る研究」 というテーマで大韓住宅公杜住宅研究所の
パク 氏から報告があり、 次にアパー ト住居生活研究

所のキム氏から 「共同住宅管理費標準化法案研究」

と題 する 報 告が な さ れま した
。 最 後 に、 私 の 方 から

「日本における標準管理規約の役割と発展」 と題 し

て、 標準管理規約カ
ミ生まれた背景、 最近の区分所有

法等の諸立法の制定、 改正と標準管理規約の改正の

状況について報告しま した。 私の報告は千葉大学で

丸山先生や鎌野先生の薫陶を受けたカン氏に通訳し
てい た だき ま した。 カ ン 氏 は千 葉 大学 で 博 士 号を 敢

得した後、 現在ソウルで韓国都市法学研究所を主宰
して おり

、
当学 会の 外 国会 員で も ありま す。

二星下竃えｊ 熱二現地の女性に

尋 ねた と 二ろ、 男 は 漁に 出て 遭

難 で死 ぬこ と が多く
、
必 然的 に

女が多くなるのだと笑いながら

答 えてく れ ま した
。

国家斉唱から始まった。
４目は 午後２時 か ら開 始され、

学会会長のウーさん、 全国アパ
］ ト 連 盟 （ Ｋｏｒｅａ Ａｐ 航 ｍｅｎｔ

拙 ㏄ｉ置五〇ｎ） 代表者の李在允さ

ん、 済州市の市長の挨拶から始

ま りま した。 最初 に 国家 の斉 唱

が あり、 全員 起立 して 胸 に手 を

当てて斉唱するのには少々驚き

ま し た。

聖潔大学のクー教授の司会で、

ム 削 ；暑 由 い１竈三 岬コ ｏ｝軸…。、唯

釧 確 器湘斜娑硝 酬 艶脅銚叫ド要

シンポジュウム風景 （中央 筆者）
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全国アパー ト連盟との共催

残 念 なが ら
、
韓国 語 も ハ ン グル も勉 強 してい な い

た め、 韓 国側 の 報告 に つ いて は 理 解不 能 で した が、
後に述べる事情で会はかなり緊張した雰囲気で進行

し て い ま し た
。

実は、 今回の学会は全国アパート連盟の代表者会

議 と初 め て連 携 して 開催 され た もの で、参加 者 も１８０

名 を 超 え
、 会 場の ホ テル の 会 議 室が 満 杯の 盛 況 で、

これま での研究者や管理 士等だけの学会とは異なる

雰囲気で した、 全国からは地域単位の代表者が参加
し てお り、 熱 心 に 報告 に 耳 を傾 け て いま した。 こ の

全国 ア パー ト連 盟 は２００３年 に結 成 され たと の こと で、
各マンショ ンの居住者代表が地域単位 で結集して地

域単位の代表者を決め、 その全国組織が全国アパー

ト連盟だということです。 日本の全国管理組合連合
一 ・・ 喜 藺 ム ∴

、 ． 。
二 ζ ・ プ ；・一 二 ，、．｛、

一
、
ニニ ニ 主 二 ξ 二

開 業 してい る 方 です
。 代表 を 決 める につ いて は ソ ウ

ルに置くべきであるということでかなりの議論があ

ったのですが、 事務局運営には多大の費用が必要で

あり、 結局その費用が負担できる人が代表者に選任

さ れた と い う裏 話 を 聴き ま し た
、 専
二従の 事 務 局員 が

二 人置 かれ てお り
、
そ の 給 与 は 代表 が負 担 して い る

と のこ と で す。 しか し、
李 さん１ま資 金力 だ け でなく

人物 と して も評 価 され てい ろ よう です．

韓国のマンション管理最薪事情
こ 二 で韓 国 のマ ンシ ョ ン管 理ク）状 況 を 少 し説 明 し

て おき ま すと
、韓 国で は、管理 会 杜の ンベ ル が低く几

約１０年前に発足 した住宅管理士のカが非常に強いと
い う こと で した。 しか し、 次 第に マ ン ショ ン居佳 者

のカ が強く なり つ つ あり
、
最 近で は 両者 が 衝 突す る

こと も あ る そう で す。 カ ン氏 から も らっ た 博士 論 文

と、 参加者から耳で聴いた韓国の最新マ ンショ ン事

情 を お伝 え して おき ま す。
・ 韓 国の 法制

韓国には１９８４年に制定された ｒ集合建物の所有及
び管理 に 関す る 法律」 が あり、 これ は 我が 国の １９８３

＋ Ａ ノ 〃 １ 同１ム 〕 ｗ 八 １以 い ふ Ｊ ｏ ’ ’ ・ 一 一一 ．^←

持、 管理 に つい て は、 こ の 他 に建 替 え事 業 法 的性 質

をもつ住宅建設促進法 （１９７２ 年）、 共同住宅管理令

（１９７９ 年）、 ２００３ 年 に 改正 した都 市及 び住 宅 環境 整

備 法 （住 宅法）
、
管 理・リ モ デリ ン グに 関す る 住宅 法

が あ りま す、
・ 韓 国 の マ ン シ ョ ン

韓 国の マ ンショ ンは２０００ 年の 統計 で は１／００万 戸
、

そ の うち集 合 住宅 はそ の 約５０％の 約 ６００ 万戸、 この

う ち賃 貸 は７５ 万戸 です。 韓国 で は、 投資 対象 と して

建 替え 志 向が 強く、平均 寿命 は１７年 だと い うこ とで、
２１ 年 以上 は ４％に 過 ぎず

、 １０ 年以 内の 建物 が ７３．５％

を 占めて いま す。
・ 韓 国の マ ン ショ ンの 管理 体制

韓国のマ ンショ ンの管理については、 住宅管理令
が 重 要 です。 こ れに よっ て、 事 業 主体 の 管理 義 務期

間・ 用途変更などの行為制限、 特別修繕積立金の積
立義務化、 自治会構成、 安全管理技術者確保の義務

化、 暇疵補修手続きの強化、 自治管理機構の構成方

法、 公認会計士の会計監査義務化、 長期修繕計画の

作成や対象施設が定められ、 １９８９年には住宅管理士

が 創 設 され
、
ま た
、 住 宅管 理 業免 許 制、 事業 主 体の

長期修繕計画の樹立・提出の義務化が定められま し

た
。

日本のマンションの理事会に相当するものとして

入 居 者代 表 会議 が あ り
、 住
宅管 理 士 は

、
目 本 の管 理

業 務主 任 に該 当 しま す
。９９ 年 の住 宅管 理 令の 改 正で、

５００ 所帯未満の共同住宅では住宅管理士補ま たは住

宅管理土を、 それ以上の共同住宅では住宅管理士を

管理責任者と して配置する義務が課されました。 な

お２０所帯未満のマンションでは住宅管理令は適用さ

れず民法と集合建物法の規 定により管理が行われま

す。２００３ 年の住宅法制 定でこの住宅管理令の規定は

住宅法に吸収されています。

韓 国 では 投 資目 的 のマ ン ショ ンの 建 替え が 活発 で、
日本の区分所有法旧６２条に該当する建替え決議要件

を 巡っ て 数 多く の 裁判 が 起き て いま す
。 しか し、 韓

国では住宅供給を中心と した住宅政策を改めて、 住

宅水準の向上、 既存住宅の適正な維持・管理を主力

とする政策に転換しようとして、 住宅建設促進法の

全面 改 正を行 い、 二れが、 ２００３ 年に 住 宅法 と して 生

ま れ 変 わり ま した
ニ ニ
の 法律 は 別称 「リモ デ ルリ ン

グ法」 と 呼ば れる ほ ど、
嚢替 え だけ で は なく

、 リ モ

デ ル リ ン グ （建築 物こ｝〕老朽 化抑 止 ま た は機 能 向上 な

どのために増築・改築または大修繕をする行為） に

関する細部的規定を設けています またマンショ ン
の管理に関してこれまで大統領令である共同住宅管

理令で定められていた規定を法律で定めることに し

ま した
。
リ モ デ ルリ ング の規 定 につ い て は、 我 が 国

も参 考 と すべ き 事 項が 多く、 例 え ば、 リモ デル リ ン

グにより専有部分の面積の増減が生 じた場合にも敷

地使用 権に変更は生 じないとする集合建物法の適用

排除規定を設けて、 区分所有者の紛争発生を防止す
る措置とか、 リモデルリング不参加者に売渡し請求

権の行使を認める等、 極めの細かい規定が用意 され

を投稿される予定ですので楽 しみにしたいと恩いま

す
。

韓国住宅管理学会副会長 ノさんと筆者
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韓 国 の マ ン シ ョ ン 事 情

長崎県立大学経済学部教授 楊 光 沫

韓国 でマンション （韓国では一般にアパー トと呼

ぶ） が本格的に建設されたのは、１９７０ 年代初期から

であ る。 現在 の 住宅 普及 率 はｌ００％ を超 え、 そ の
な か

でマ ン ショ ンの 供 給数 は、 全住 宅 数の 半分 以 上を 占

め、 大 都市 で はほ と ん ど６０％ を超
えて い る （統計 に

よ ると、２００３年 末 現
在
、住
宅 普及 率は １０１．２

％ で あり、

総 住宅 数１
，
２３６ 万 戸の う ちマ ン ショ ンは ６４５ 万戸 で、

５２ ％ で あ る）。

マン ショ ン 建設 は 団 地 形 式の 開 発が 主 で、
数 百 世

帯二 ∴ 註 刊 辻袴 ま で 規模 も 大き い、 現
在
、
ソ ウル 市

内 には 新 規マ ン ショ ンの 建 設用 地 がな いた め、
建 替

え ヘ リ モ デ リ ン ゲ が ほ と ノ、 ゾ で
考
」る ・方、

’ ｛

ル 市 以 外 の 大 都 市 の 場 合’二 は、
マ ン シ ョ ン ・○ 供 冶 過

剰 状 態に なっ て いる、

韓国 のマ ンショ ン 問題 の 主要 論点

韓国 の マ ンシ ョ ン問 題 を 考 える 際、 主 な 論
点と し

て は、 マ ン シ ョ ン 選 好
度
、
投 機 現 象、

団 地 規 模、
建

替 え
、
リ モ デリ ン グ、 分譲 ・ 賃貸

方 式
、
造景
、
室内

環 境 （内装、
空 調、 家 具な ど）、 駐 車 場、

ゴミ、
共同

体形 成 な どが あ げ られ る。 二 れ ら の間 題 の な
か で、

まず 賢 本と 異 な る の は、
韓 国 では 一 戸住 宅 よ１）マ ン

ショ ンを選 好す る 傾向 が あ る こと を あ げ られる。 そ

の背景には、 居住生活の空間に対する意
識変化 （管

理の容易さ、便利さ） と住宅の価格や子供の教
育 １大

都 市 への留 学）、
さ ら に は現在 も 財テ クの 手 段と して

マ ンショ ンを め ぐる 不 動 産投 機 が続 い て い る二 と な

どが ある と 考え ら れる。

建 替え か らリ モデ リ ン グヘ

崇 ：＝
『 ’。’、 一一 三 ノ

団 地 は
、
大 規 模 化 と 高 層 イヒ １２０

．着 び 二 二 ・ い 二１一二 よ ・う ，二 二 っ ： 、
・ ろ
＝
ｔ ち ろ ・、、

ξ

朽 化 したマ ン ショ ンの 建 替 えや リモ デリ ン グ も盛 ～

一、
二二 ＝ ．、三 ：一

’三■ 二 二 ’
」
ニ ズ 天 二 斥 ろ れ て き た が 、

そ れ

二 小 童喧 汽 樽 を過 熱 させ る 二 と，二㌃ っ たの で、 現在

は リモ デリ ン グ を奨 励す る 政策 に転 じて い る。
以 前、

マ ンションの建替えが不動産投機を過熱させた理由

は、
建 築規 制 緩 和と 金 融 的支 援 を利 用 し、 同

じ敷 地

に高 層 化と 一 戸 当 たり の 面 積を 大き く す る こと に よ

って マ ン ショ ンの 資 産価 値 を 上 げる こ とが 可 能で あ

っ た 二 と に よ る。

最近σ）マ ン ショ ン 建設 は、
農 村地 域 ま で広 がっ て

お り
、
大 都 市 で は供 給 過剰 の た め、 分 譲 を目

的 と し

たマ ン ショ ンが 賃貸 マ ン ショ ンに 転換 す ると こ ろ も

現 れ始 め た。 そ もそ も
韓 国 のマ ン ショ ン建設 は低 所

得層に住宅を供給する目的で始まっており、 初期か

ら 賃貸 マ ン ショ ンよ り 分譲 マ ン ショ ン と して 供給 さ

れ た 経緯 が ある。
そ れ ゆ え

、
現在、 賃 貸マ ンショ ン

の 数 は少 な い と い える。
この 事 情 を踏 ま えて、

最 近

政府は大衆的な賃貸マンショ ンの建設に乗り出 して

い る。

賃 貸マ ン ショ ンの 方式

今ま で のマ ン ショ ンは 分 譲が 主 体 で あっ た と はい

え賃 貸マ ンショ ンが な かっ た わけ で は ない。
分譲 マ

ンシ ョ ンを賃 貸 して いる こと も 数多く ある。

賃 貸マ ンショ ンの 方 式に は、
ｒ月 貰」 と ｒ専 貰」 の

２ 種類 が ある。 月 貰 は日 本と 類似
してお り、

家 賃 を月

払いする方法 （保証金付き） であるが、 専貰とは目本

に はな い制 度 で、 マ ン
ショ ンを 借 りる 際、 保証

金 と し

て 大金 （場 所 によっ て 異 なるが、
家賃 を含 ん だ㍗ てマ

ン シ ョ ン 時 価 の 約 ３０ ㌔
「Ｏ
■
㌧ を 一 亭 て え 二 、 ，

箏 亨
’
１

時１こは保 証 金の ｌＯＯ％ が 返還 され る シス テム の こと で

亨 乙
＝
大 灸 を 嚇 さ 刊 ｝ 撒 持１ た ザ ζ 、

次 の ス テ ッ プ に

白三；二・亡 る ∫）
１で 二 ＜ ｉ隻 用 三 ～、

」二． ζ ＿
二・ ＿、

二 一１ 最三巨

は
、
不 景 気 の た 尤 利 子 率二 唯 く な ‘ て、 ろ ∴

■＝
、
這 二

な 現 金 収 入 を 見 込 ん で、 専 貰 方 式 二 ∴ 焦 証
全・■：き・

’ ；１

貰方 式に 変 える傾 向が あ る。

クロ ー ズア ッ プ して き た換 気間 題

マ ン ショ ンの 環 境 と して 建 築 物 の 外 観 は ま だ 画 一

的 な面 が 多く 見 ら れる が、
室 内の 構 造、 イ ンテリ ア、

内 装な どはか なり よく なっ て いる。 しか し、 寒 さ に対

応するため、密閉性を追求するにつれて室内の換気問

題が 大きく ク ロー ズア ソプ してき た。 も
ち ろん環 境 ホ

ルモンを含んだ内装材問題もあるが、換気改善などの

工 夫が 始ま って いる。

日本と異なる駐車場間題

いま、
一 番悩 まさ れて い る間 題 は、

不 法 駐車 であ る。

古い団地 （建築法の改正前） ほど世帯数にふさわしい

駐 車場 が完備 さ れて お らず、 ま
た目 本と 違 って、 マ ン

シ ョ ン 購 入 の 際、
雪圭 車 は 団 地 六 ブ） ど一㌃ 駐 車 場

所 を 壬 峠

して 乞 よ■．・万 式 溌 車 湯 所 を 共 有
す る よ う 三 位 置つ

け） を とっ て いる ため、 自 家用 車
が急 に増 え てき た 近

問題 を解 決↑ る ため に、 外剤
車両１）興 断 駐 車を 防止 二

たり して い ろい ろな 工 夫が なさ れて い る。

注目される周辺住民とのコミュニティ

現在、 団 地
内の ゴミ間 題 に 関 して は、

生活 か ら出る

生 ゴミ用 回収 ボ ック ス を 別途用 意す る な ど、
ゴミ を 分

別 してあ る 程度 順調 に回 収 を行 って い る。
ただ し
、
ゴ

ミの最終処理が管轄の自治体を悩ま せているのは目

本と 同 じ である。 現 に、 住
宅 形 態と して マ ン ショ ンの

割 合が 多く なっ て いる こと を反 映 して、 マ ン ショ ン
の

居 住者 同 士は もち ろ んのこ と、 周辺 住 民 との 関係
を 重

視する ｒ共同体形成」 運動が注目されている。 地域杜

会の構成メ ンバーを一度 で簡 単に変 えて しまうマン

ショ ンの 入 居者 たち が、
お互 い に新 しい 生 活環 境 を ど

う形成していくのか、また周辺の地域住民との関
係は

どう調 和 して いくの か、
今後
、
韓国 の 地域 杜会 の 姿を

構築 していく うえで重要な時期にさ しかかったとも

い え よ う。

日 本 マ ン シ ョ ン 学 会 ２００５ 年１ 月 １０ 目




